
令和 4年度第 1回三和区地域協議会次第 

 

                                               日時：令和 4年 4月 27日（水） 

午後 6時 30分から 

場所：三和コミュニティプラザ 

3階 多目的ホール 

 

１ 開会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 報告事項 

（1）三和ネイチャーリングホテル米本陣民間譲渡・貸付けに係る優先交渉先につい

て                               資料№1 

（2）三和区小学校の望ましい学習環境に関する検討状況について     資料№2 

（3）地域自治推進プロジェクト及び令和 4年度の地域協議会の取組等について 

別  冊 

（4）令和 4年度地域活動支援事業提案書の受付状況について       資料№3 

 

 

４ その他 

（1）令和 3年度地域活動支援事業アフターフォローの結果について    資料№4 

（2）三和区町内会長協議会との意見交換会開催結果について       資料№5 

（3）令和 4年度「さんわ祭り」準備委員の選出について         資料№6 

 

 

５ 閉会 

 

 







１ 3小学校における保護者の意見 

(1) 美守小学校の意見交換会（令和 3年 1月 22日） 

・上の子は複式だった。複式の良しあしの議論もあるが、板倉の統合の経緯を教えて

もらいながら、今後の方向性について考えていきたい。 

・市内の他の小学校で、美守小よりも少ない人数のところがあるが、そこの対応はど

うなっているか。→市教委として各校を訪問しているところである。 

・保育園在園中で、複式学級について、よくわかっていない。今のうちに用意してお

くことがあったら教えてほしい。 

・統合はした方がいいと思うが、保育園から中学校まで同じメンバーでいることによ

って生ずるトラブルが心配。 

・ゆくゆくは統合していくだろうなという受け止め。そこに向けて説明会を丁寧にし

ていってほしい。 

・前回の説明会で、教育長から「区を超えて、子どもの教育環境を大切にしていく環

境」について話があった。その方向も検討してほしい。 

・長男の時は、１年生は複式をしないという話があった。以前の話から変化があった

のか。 

 (2) 上杉小学校の意見交換会（令和 3年 3月 5日） 

・統合するなら、いつ・どこと統合するのか、教育委員会の考えを聞きたい。 

・具体的にいつごろ統合するかという時期的な目途はあるのか。 

・人数を見ると、三和区の３校で統合しても、すぐに小規模の学校になってしまう子

どもたちの学習環境を考えるのなら、もっと広域の統合を視野に入れて考えるつも

りはないのか。 

・統合が決まった板倉の例など、統合が決定するまで、どのくらいの期間をかけてき

まるものなのか。 

(3) 里公小学校の意見交換会（令和 4年 2月 25日） 

  ・複数の学校が連携して行う多人数授業と ICT 機器等を活用した他校との合同授業は

どう違うのか。 

  ・長い間議論していると思うが、３校の保護者が賛成したら最短でいつ統合するのか。 

 

２ 統合までのスケジュールについて(令和 3年 4月開校 板倉小学校の場合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4年 4月 27日 

三和区地域協議会 別紙資料 

教育委員会教育総務課 

別紙 



 

 

別 冊 

地域自治推進プロジェクト及び令和 4年度の地域協議会の取組等について 

 

◎ 令和 4年度に地域協議会による取り組みをお願いする事項 

地域の活力向上を目指して、次の 2点をお願いします。 

①「地域を元気にするために必要な提案事業（元気事業）の提案」や

「意見書の提出」、「地域内での課題解決」に向けて、自主的審議に

よる議論を進めていただく。 

②「地域活性化の方向性の作成」に着手いただく。 

 

１ 市長公約プロジェクト「地域自治推進プロジェクト」について（説明事項） 

 

・地域自治推進プロジェクトの概要     資料 1 

 

 

 

２ 令和 4年度に地域協議会から取り組んでいただきたい事項（お願い事項） 

 

① 取組の進め方       資料 2 

 

 

② 自主的審議について      資料 3、4、5 

 

 

③ 「地域活性化の方向性」の作成     資料 6 

 

 

 

 

 

配布資料 

・資料 1 公約プロジェクト 1 地域自治推進プロジェクト 

・資料 2 【令和 4年度】地域協議会から取り組んでいただきたい事項 

・資料 3 令和 4年度の自主的審議の流れ 

・資料 4 「地域を元気にするために必要な提案事業（元気事業）」の手順例 

・資料 5 平成 30年度頸城区地域協議会から提案のあった事業提案書（写し） 

・資料 6 各地域協議会による「地域活性化の方向性」の作成について 



地域自治推進プロジェクト 【地域の活力向上を目指して…】

・地域のことは地域で決めて、地域で実行する地域自治の仕組みの強化を目指す。

プロジェクト

１

・「住民同士の支え合い」や「活気を生み出す」ような自治
区単位での自主的な活動がなかなか広がらない

その要因 ⇒活動を企画・実行する人材の確保が困難
⇒地域自治区制度の下で、地域の課題を拾

い上げ、地域や市に対して解決策の提案
まで到達する事例が限定的

≪現状に対する課題認識≫ ≪課題解決の方向性≫

・地域と市が一緒になって話合い、市内各所の多様な
資源をいかしながら地域の活力を高めていく取組を実現

・どうやって 「地域のことを地域で実行できる取組」を生み出していくか
・どうやって 「地域の人材」を取り込むか
・どうやって 「地域のニーズ」を把握していくか

≪検討の観点≫

・現状のまま推移した場合の課題の深掘り

・合併後20年を迎えようとする今、20年後
の将来を見据えた「理想的な姿」の考察

・実現するためのロードマップの策定

≪検討の展開順序≫

・地域自治の活動を活性化する予算
⇒ 【事業の検討・提案方法、評価方法】

・地域の活動団体 ⇒ 【公益的活動の充実】
・地域協議会 ⇒ 【役割の再整理】
・総合事務所、まちづくりセンター

⇒ 【地域との関わり方】
・区域 ⇒ 【設定の考え方の再整理】

≪検討事項・論点例≫ ≪検討方法≫

・総合事務所、まちづく
りセンターを含む庁内
での協議

・地域協議会や住民組
織など活動団体への
ヒアリングと協議

・他自治体の事例調査

※スピード感の異なる検討
課題に対しては、緊急性
に応じて柔軟に対応

≪最終目標≫

※現状の運用も含め、しっかりと時間
をかけた議論・検討

※制度を運用していくことを見据えた
丁寧な制度設計と合意形成

地域に住み続けることに誇りと愛着を持ち、
市民生活の満足感の高揚や質の向上が図られる取組を生み出した状態

公約

資料1



年度
令和4年度

令和5年度 令和6年度以降
4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

①自主的審議

地域を元気にするた
めに必要な提案事業

意見書の提出

地域内で課題解決

②地域活性化の
方向性の作成

年度
令和4年度

令和5年度 令和6年度以降
4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

地域独自の予算
(予算要求の仕組み)

【令和4年度】地域協議会から取り組んでいただきたい事項

[市] 地域と事業
検討・R6予算編成

[地域]事業検討

自主的審議事項（継続審議・課題の抽出～テーマ決め～課題解決に向けた検討等） ※令和5年度以降に 解決を図るもの

「地域独自の予算（予算要求の仕組み）」は、市が令和4年度中に制度設計を行います

[市] 制度確定

[市] 提案内容の審査～予算要求～議決
事業提案に向けた検討
(地域協･地域団体･市)→提案

[市] 対応検討～予算要求(必要に応じて)～議決
意見書の内容の検討

→ 意見書提出

[地域] 取組着手

[市] 事業実施

[市] 事業実施

意見交換と合意形成
(地域協､住民組織､地域団体等)

[市]庁内検討

【凡 例】

地域協議会
地域団体等
市【参考】市で取り組むこと

自主的審議事項（同上）

※

自
主
的
審
議
の
進
捗
に
応
じ
て [地域] 課題解決に向けた取組に着手

地域団体等への
働きかけ

※自主的審議と並行して作成した方が効率的な場合、9月末を 目途に作成

※その他、通年適時の事業として、諮問・答申や委員研修の実施、地域協議会だよりの発行等があります。

①「元気事業の提案」や「意見書の提出」、「地域内での課題解決」に向けて、自主的審議事項による議論を進めていただく。
②「地域活性化の方向性の作成」に着手いただく。

※地域、市の検討状況によっては12月補正等へ前倒し

※令和4年度内での取組内容の取りまとめ等を図るもの

資料2

地域の活力向上を目指して、主に次の2点をお願いします。

【スケジュール】

[市]・[地域]
事業実施

作成に着手

作成に着手 ※自主的審議の状況を踏まえて、令和4年度中に作成に着手、完了期限は設けない[市]
作成依頼

ﾊﾟﾀｰﾝ①

ﾊﾟﾀｰﾝ②

ﾊﾟﾀｰﾝ①

ﾊﾟﾀｰﾝ②



令和 4年度の自主的審議の流れ 
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「地域を元気にするために必要な提案事業（元気事業）」の手順例

地
域
協
議
会

市

地
域
団
体
等

自主的審議を進めた中で、地域団体等（取組を実施する団体）の参画により課題の解決を図ろうとした時、地域協議会だけではなく、
市の協力も必要となる事柄（人材面、資金面、制度の運用面など）が想定される場合、「元気事業」の提案に向けた協議を開始する。

元気事業の条件、意見書との違い

☆地域住民や地域団体等との意見交換を通じて把握した課題への対応であること → 協議会のみで検討された課題は原則対象外
☆地域団体等が主体的に取り組む事業であること → 市だけに事業を依頼するものは意見書
☆事業提案に向けた検討の段階から、市が協議に加わる → 市が加わることで、提案事業の実現性、実効性を高める

当年度＞＞＞＞＞ （9月目途）

提
案
書
提
出

提
案
書
受
領

庁
内
協
議

回
答
書
作
成

回
答
書
受
領

予
算
編
成

議
決･

予
算
確
定

取
組
実
施

回
答
内
容
共
有

回
答
内
容
共
有

成
果
の
検
証

翌年度以降＞＞＞

協
議
に
参
画

協
議
に
参
画

実
施
主
体
の
調
整

市
関
係
課
と
連
携

事
業
内
容
協
議

意
見
交
換
参
加

事
業
提
案
書
の
提
出
に
向
け
た
協
議

提
案
書
完
成

地
域
が
自
ら
実
行
す
る
事
柄
と
市

へ
求
め
る
支
援
等
（
人
材
・
財
政

支
援
、
制
度
改
正
等
）
の
検
討

事業提案書の取りまとめ

取組の実施に向けた
具体的な検討

取組の実施に向けた
具体的な検討

取組の実施に向けた
地域団体等と連携・調整

【参考】頸城区における元気事業の実施例

・頸城区観光協会設立（市は補助）
・ビジターセンターの観光施設としての利用促進

・釣り並びにキャンプ場有料化と管理事務所設置
・小池周辺の桜の整備

・大池第3キャンプ場の駐車場の拡張
・大正山の整備

・雁金城跡周辺の整備（別事業で対応）
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各地域協議会による「地域活性化の方向性」の作成について（お願い） 

 

１ 「地域活性化の方向性」の作成目的 

地域協議会による地域の活力向上に向けた議論を進めるに当たり、委員間の認識の共有はもと

より、地域協議会と市の認識の共有を図るとともに、市の取組の企画の参考としたいことから、

地域において特に重視したいこと、大切にしたいことを、各地域協議会において「地域活性化の

方向性」として作成するもの 

◎用  途 ⑴自主的審議、元気事業、意見書、地域への働きかけの取組における、各地域 

協議会及び総合事務所、まちづくりセンターの共通認識 

⑵市の取組の企画の参考とする考え方 

◎作成主体 各地域協議会 

２ 「地域活性化の方向性」の作成の着手時期 

各地域協議会において、令和 4 年度に地域活性化の方向性の作成を始めるようお願いします。 

３ 「地域活性化の方向性」の内容 

・幅広い分野（地域資源・産業・観光・農業・自然・風土等）の中から、各区の個性や特性をい

かすことで、地域の活性化につなげるもの。 

・地域の課題解消や現在の状態をさらに良くすることで、地域の活性化につながるもの。 

・方向性の構成要素は、おおむね 1～5つ程度で作成願います。 

※全区で作成し、市民からも見ていただくため、一定の分かりやすさを必要とすることから、構

成、書きぶりについて、下記の基本形に沿って作成願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 「地域活性化の方向性」の作成後の取扱い 

⑴ 各地域協議会の自主的審議のテーマの選定、元気事業や意見書の内容等を制限するものとは

しません。 

⑵ 他の団体等が作成した既存の地域の計画等（まちづくり計画、農業振興に関する計画等）を

妨げるものとはしません。※協力して取り組むことで互いが良い方向に進める事項については、

積極的な連携を考えていくことが想定されます。 

⑶ 地域協議会による作成とするため、市全体の方針や考え方と異なる方向性（構成要素含む）

の作成も可能ですが、そのような内容とする場合は、市の一体性の確保や公益性との間で整合

を図ることができないことから、その方向性に基づく取組を市が行うことは困難です。 

５ 「地域活性化の方向性」の作成手順  ※令和 4年度に次の①②を開始 

①各事務局から地域協議会へ作成を依頼 

②各地域協議会で作成（例：2～4 回（アイデア出し 1～2 回、話し合い 1～2 回、まとめ 1 回な

ど）。会議の後半の時間などを使って） 

③完成 

≪○○区の地域活性化に向けて≫ 

○構成要素 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

・雪のある暮らしの魅力の発信 

・雪をいかした企画の実施 

・雪室を活用した特産品の企画 

・冬期間の安心安全な暮らしの推進 

資料 6 

○○区の□□□□という個性（強み、特性）をいかして、△△△△△△ます。 

 

 

暮らす人や訪れる人の地域への愛着を育み 

豊富な雪 
【基本形】 



令和4年度版　地域振興支援策一覧

集落
活性
化

農業 除雪 防災

ボラ
ン

ティ
ア

交流
移住
定住

住居
空き
家

外部
人材

福祉
環境
保全

その
他

1
助成金・補
助金

北陸地域の活性
化に関する研究助
成事業

一般社団法人
北陸地域づくり
協会

無 企画政策課 庶務係

地域における問題意識を共有した上で、地
域に住む人々の英知や発想を活かし、多
様な研究や活動を支援することにより、自
立した地域づくり、地域活性化を促進す
る。

例年12月頃
～

自治会、地域づくり団
体、個人、大学、高
専、企業、法人

①地域づくり研究事業及び②技術開発支援事
業は上限50万円、③技術開発共同研究は上
限300万円

可 ● ● ● ● ● ● ●

・対象事業
国土の利用及び整備または保全、災害防止の支援に関するもののうち、以下
の分野の取組
    Ａ　社会資本の維持管理
    Ｂ　防災・減災
    Ｃ　地域振興・地域づくり
    Ｄ　持続可能な社会形成

2
助成金・補
助金

新潟県クラウドファ
ンディングを活用
した地域づくり活
動資金調達事業
補助金

新潟県 無 企画政策課 庶務係

クラウドファンディングを活用し、県内の地
域づくり団体等が行う地域づくり活動のた
めの資金調達を支援することにより、住民
主体の地域づくり活動を促進する。

4月下旬～随
時募集（予
定）
※ただし、応
募が予算額
に達した場合
は、募集を停
止

次に掲げる要件を全
て満たす地域づくり団
体
(1) 新潟県内に主たる
活動拠点を有し、総会
や理事会等により団
体の意思決定を行っ
ていること。
(2) 法人格の有無に関
わらず、定款又は団
体の規約を備えてい
ること。
(3) 住民主体の地域づ
くり活動に取り組む団
体（NPO、自治会、ま
ちづくり協議会等）
であること。

・補助率
当該事業に要する経費の10/10以内
・補助限度額
クラウドファンディングによる調達額（上限
2,500千円（予定））から手数料を差し引いた額

不可 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
新潟県クラウドファンディングを活用した地域づくり活動資金調達事業補助金
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/chiikiseisaku/1356922446165.html

3
助成金・補
助金

地方創生推進事
業補助金

上越市 有 企画政策課 企画政策係

上越市まち・ひと・しごと創生推進協議会に
参加する団体・企業等が取り組む「地方創
生に資する事業」を支援するため、予算の
範囲内で補助金を交付する。

①一般型
令和4年4月
上旬～4月下
旬
②提案モデ
ル型
令和4年4月
上旬～5月下
旬

地域づくり団体等

①一般型
1事業当り事業費上限100万円（補助率1/2）
②提案モデル型（指定するテーマに合致し、特
に優良な事業）
1事業当たり事業費上限50万円（補助率3/4）

可 ● ● ● ● ● ● ● ●
・上越市まち・ひと・しごと創生推進協議会の会員もしくは参加団体に限る
・交付回数は1事業者につき1年度2回まで（ただし、②提案モデル型は、①一
般型への申請や採択結果に関わらず1年度1回まで）

4
助成金・補
助金

えちごトキめき鉄
道利用促進団体
助成事業

えちごトキめき
鉄道活性化協
議会

無 交通政策課 交通企画係
えちごトキめき鉄道の利用促進や魅力向
上等を図るため、事業を実施する団体に
対し、予算の範囲内で助成金を交付する。

随時

えちごトキめき鉄道沿
線3市内のNPO法人、
商店街組合、自治会、
学校等

1団体につき原則10万円 不可 ● ●
・えちごトキめき鉄道の利用促進や魅力向上等につながる事業を助成対象と
する。
・令和4年度の事業実施は令和4年6月頃開催の総会で決定予定。

5
助成金・補
助金

住民主導型コミュ
ニティ交通事業補
助金

上越市 無 交通政策課 地域交通係

路線バスを廃止する地域等において、地
域住民が主体となって行う互助による輸送
の取組に対して補助金を交付する。

随時
小学校区程度の範囲
で活動する団体等

⑴　バス・タクシー事業者に委託し、運行を行
う方法
・運行の準備に係る経費の1/2（上限3万円）
・車両等の購入・賃借に係る経費の10/10（購
入は上限350万円、賃借は上限80万円）
・運行に要する経費（通常要する経費を上限）
から運賃収入を控除した額の9/10
⑵　自家用有償旅客運送の登録を行い、運行
を行う方法
・運行の準備に係る経費の1/2（講習に要する
経費は10/10）、上限10万円
・車両等の購入・賃借に係る経費の10/10（購
入は上限350万円、賃借は上限80万円）
・運行に要する経費（通常要する経費を上限）
の9/10
⑶　無償又は実費のみを利用者から徴収して
運行を行う方法
・運行の準備に係る経費の1/2（上限3万円）
・車両等の購入・賃借に係る経費の10/10（購
入は上限350万円、賃借は上限80万円）
・運行に要する経費（運転手の人件費を除き、
通常要する経費を上限）の10/10
※「通常要する経費」は、市が算定する。

可 ● ●

次のような要件（主なもののみ記載）を設定するほか、地域の移動手段の在り
方を地域で考えることを前提にしているため、具体的な内容は、交通政策課
又は総合事務所へお問い合わせください。
・バス路線を廃止する地域や公共交通が不十分な地域であること
・一定の利用見込み・収支率があること
・定期的な運行を行うこと
・一定以上の車両保険に加入すること
・地域における合意形成が行われていること
・上越市ハイヤー協会と事前に協議すること

6
助成金・補
助金

文化活動支援助
成金

公益財団法人
新潟県文化振
興財団

有 文化振興課 文化振興係

県内の地方公共団体、文化団体や各種団
体等が県内で行う自主企画による文化事
業で、県民の文化に対する関心を高め、日
常の文化活動を活発にすることに寄与す
る事業を助成する。

毎年2月上旬
～2月中旬
（予定）

県内の地方公共団
体、文化団体、各種団
体、実行委員会等

助成対象経費の3分の1の範囲で、財団の定
める額。ただし、上限100万円、下限10万円と
し、1万円未満は切り捨てるものとする。

可 ●
・公益財団法人 新潟県文化振興財団が補助事業者
・対象となる団体が県内で行う自主企画による文化事業で、地域性・独創性・
発展性の3点において、財団が示す要件を満たす事業を優先的に助成する。

7
助成金・補
助金

地域の文化・芸術
活動助成事業（創
造プログラム（一
般分））

一般財団法人
地域創造

有 文化振興課 文化振興係

地方公共団体等の自主事業の企画制作
能力の向上及び公立文化施設の利活用
の推進等を図るため、地域の活性化に寄
与する長期的展望を有し、発展的・継続的
に事業を実施するうえで他の地域の参考と
なるような顕著な工夫が認められる公演、
展覧会事業に助成する。
 また、地方公共団体の共同事業として、そ
の成果を広く還元するとともに、文化・芸術
の振興により、創造性豊かな地域づくりの
推進を図るものとする。

毎年7月～9
月（予定）

地方公共団体、指定
管理者（特定、一般）、
特定公益法人、実行
委員会等

1/2以内
上限1,000万円/年

可 ●
一般財団法人　地域創造が補助事業者
・発展性・自主性・地域交流・継続性・制作手法・新規性・会場・入場料につい
て、事業要件を全て満たしたもの

№
担当課

（報告課）

市取りま
とめの
有無

事業主体事業等名支援区分 係 事業目的 募集期間 利用対象者 補助率・補助上限（下限）額

複数回
の

活用可
否

テーマ

条件等特記事項
（外部サイト等がある場合は、URLを記入）

参考資料
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8
助成金・補
助金

地域の文化振興
等の活動（アマ
チュア等の文化団
体活動）

独立行政法人
日本芸術文化
振興会

無 文化振興課 文化振興係

全ての国民が芸術文化に親しみ、自らの
手で新しい文化を創造するための環境の
醸成とその基盤の強化を図ることを目的
に、文化芸術活動に対して助成を行う。

毎年11月上
旬～下旬（予
定）

アマチュア、青少年等
の文化団体

・交付を受けようとする助成金の要望額が20
万円以上の活動（助成額区分：20万円、50万
円、100万円、200万円）
・助成対象経費総額の２分の１以内の額

可 ●
独立行政法人日本芸術文化振興会が補助事業者
・アマチュア、青少年等の文化団体が、日本国内で行う、文化の振興又は普
及を図るための公演、展示その他の活動

9
助成金・補
助金

コミュニティ助成事
業
（地域の芸術環境
づくり助成事業）

（一財）自治総
合センター

有 文化振興課 文化振興係

企画制作能力の向上及び公立文化施設
の利活用の推進等を図るため、自ら企画・
制作する音楽、演劇、ダンス、古典芸能、
美術分野などの文化・芸術事業のうち、
「地域交流プログラム」を伴うソフト事業を
助成する。

毎年8月下旬
～9月下旬
（予定）

市（区）町村、広域連
合、一部事務組合、指
定管理者、特定公益
法人及び実行委員会

（助成対象事業経費-入場料等収入）×2/3 以
内
（上限：500万）

可 ●
（一財）自治総合センターが補助事業者
・自主性・地域交流・地域性・新規性・会場・入場料の項目について、事業要
件を全て満たしたもの

10
助成金・補
助金

上越市防犯灯LED
化補助金

上越市 無 市民安全課
防犯・交通
安全係

町内会が管理する防犯灯をLED化する工
事に要する経費の一部を補助し、LED化を
促進することにより、消費電力及び二酸化
炭素排出量の削減を図る。

随時
（令和4年度
末まで）

町内会
補助率は1灯当たりの対象工事費の3分の1
（当該額に100円未満の端数が生じたときは、
当該端数を切り捨てた額）で上限額は1万円。

可 ●

【補助対象経費】
・非ＬＥＤ化防犯灯をＬＥＤ防犯灯に交換する工事費
・当該補助金等を利用せずに設置したＬＥＤ防犯灯を交換する工事費
【1灯当たり補助率等】

・補助率　1/3
・限度額　10千円

11
助成金・補
助金

地域活動支援事
業

上越市 無
自治・地域振
興課

自治推進係

身近な地域における課題の解決を図るとと
もに、それぞれの地域の活力を向上するた
め、市民の発意による地域活動を実施す
る団体等に対し、予算の範囲内で補助金
を交付する

4月～5月中
旬

5人以上で構成し、市
内で活動する法人又
は団体

地域自治区ごとに異なる 可 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
・募集期間、補助金額、事業の採択方針、事業の複数回の活用等は地域自
治区ごとに異なる。

12
助成金・補
助金

過疎地域等集落
ネットワーク圏形
成支援事業

総務省 無
自治・地域振
興課

自治推進係

「集落ネットワーク圏」（小さな拠点）におい
て、生活支援や「なりわい」の創出等の地
域課題の解決に資する取組を幅広く支援
（特に専門人材やICT等技術を活用する場
合には上乗せ支援）

未定
集落ネットワーク圏を
支える中心的な組織
（地域運営組織等）

集落機能の維持・活性化プランに基づく取組
に対して、限度額1,500万円（定額補助）

※下記事業については、限度額を上乗せ
①専門人材を活用する事業（+500万円）
②ICT等技術を活用する事業（+1,000万円）
上記（①+②）併用事業（+1,500万円）

不明 ● ● ● ● ● ●

①専門人材活用のイメージ
特産品開発、観光振興、地域交通、地域人材育成、移住定住促進、ICT技術
等に関する専門的知識を有するアドバイザー、事業者　等

②ICT等技術活用のイメージ
ドローンを活用した買物支援、センサーを用いた鳥獣被害対策、対話型アプリ
を活用した高齢者の見守り、オンラインによる学習環境整備　等

助成金・補
助金

有

（移住・定住・交流推進支援事業）
地方が都市住民等を受け入れる移住や定
住の推進、交流人口の増加等につながる
地域交流の推進により、地域を活性化する
ことを目的として、地域団体等が自主的・
主体的に実施する移住・定住・交流を推進
する事業に対する支援を行う。

（助成対象団体）
市町村

（事業実施団体）
地域づくり団体、NPO・
ボランティア団体、各
種協議会・地域の自
治組織、商工会議所
等

【一般事業】
　1件につき2,000千円を上限
（助成金額は対象経費の100%以下）

可 ● ● ● ● ● ● ● ・申請件数は各都道府県3件以内

助成金・補
助金

有

（地方創生に向けて”がんばる地域”応援
事業）
地方創生に向けて、市町村または地域団
体等が自主的・主体的に実施する自治体・
地域・集落の消滅可能性の危機打開等に
向けた事業に対する支援を行う。

（助成対象団体）
市町村

（事業実施団体）
地域づくり団体、NPO・
ボランティア団体、各
種協議会・地域の自
治組織、商工会議所
等

【ア　地方創生伴走型応援事業】
　1件につき1,500千円
【イ　地域経済循環分析事業】
　1件につき2,000千円
【ウ　一般事業】
　1件につき1,500千円

※いずれも助成金額は対象経費の100%以下

可 ● ● ● ● ・申請件数は助成対象団体につき1件

14
助成金・補
助金

地域イベント助成
事業

一般社団法人
地域活性化セ
ンター

有
自治・地域振
興課

地域振興係
地域社会の活性化及び宝くじの普及広報
を図ることを目的として、地域で実施される
イベント事業に対する支援を行う。

未定（例年11
月下旬～1月
下旬頃）

（助成対象団体）
市町村

（事業実施団体）
コミュニティ

1件につき1,000千円を上限
（交付金額は対象経費の100%以下）

可 ● ●

・対象事業は、コミュニティが主体となって行い、創意と工夫に富み、地域の活
性化に貢献すると思われるイベントで、市町村の関与等がある事業
・コミュニティとは、「人々が共同体意識を持つ一定の地域」または「その人々
の団体」を想定しており、実施主体となるコミュニティの主体性が法人格を有
する団体でないこと
・採択に当たっては、原則過去5年間に助成歴のないものを優先
・申請件数は各市町村で1件、各都道府県で3件以内

未定（例年11
月下旬～1月
下旬頃）

13
移住・定住・交流
関連助成事業

一般社団法人
地域活性化セ
ンター

自治・地域振
興課

地域振興係
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15
助成金・補
助金

（一財）自治総合
センター
コミュニティ助成事
業

（一財）自治総
合センター

有
共生まちづくり
課

市民協働係
施設や設備の整備等に係る助成を通じ
て、自主的なコミュニティ活動を支援する。

毎年8月下旬
～9月下旬

町内会、まちづくり団
体

・一般　補助率100％、100～250万円
・センター　総事業費の3/5以内、限度額1,500
万円
・青少年健全育成助成事業　補助率100％、30
～100万円

可 ●

共生まちづくり課の担当は下記のとおり。
　・一般コミュニティ助成事業
　・コミュニティセンター助成事業
　・青少年健全育成助成事業
申請書の受理を円滑に行うため、5月頃に申請の意向を伺っている。

16
助成金・補
助金

住民組織活動基
盤整備事業

上越市 無
共生まちづくり
課

市民協働係

地域の活力向上に資する活動に取り組む
ため基盤整備を行う市内の地域自治区単
位で活動する住民組織等に対し、予算の
範囲内で補助金を交付する

毎年4月頃
地域支え合い事業を
継続して受託する住
民組織

補助金の額は、補助対象経費（車両・備品の
購入費）の合計額とし、350万円を限度とする。
ただし、備品については50万円を限度額とす
る。

不可 ● ●
高齢者の地域支え合い事業の受託をきっかけとして、主体的にまちづくりに取
り組む団体に対し、車両や備品等の整備に係る費用（1回限り・上限350万円、
うち備品は50万円まで）について補助金を交付

17
助成金・補
助金

上越市町内会集
会場設置費等補
助金

上越市 無
共生まちづくり
課

地域コミュニ
ティ活動推
進係

地域のコミュニティづくりに資する町内会集
会場の整備を図り、地域住民の負担を軽
減するため、町内会集会場整備等を実施
する町内会に対して補助金を交付する。

随時（毎年9
月頃に翌年
度の要望調
査を実施）

町内会
補助率：新築・増改築・修繕等 50％、耐震診
断・耐震補強工事 60％
補助限度額：750万円

可 ● ●

・新築、増改築、修繕等は、事業費が30万円に満たない場合、補助対象にな
りません。
・地震、水害等の災害により被災した町内会集会場の修繕については、事業
費が30万円に満たない場合でも補助対象になります。
・平成17年4月1日以降に受けた当該補助金の合計が補助限度額に達するま
で補助を受けることができます。
・コミュニティ助成事業など国、県等の補助金交付を受ける場合は、補助対象
となりません。

18
助成金・補
助金

老人クラブ助成事
業

上越市 有 高齢者支援課 はつらつ係

会員同士の交流を深め、高齢者の生きが
いと健康づくりの増進を図ることを目的とす
る老人クラブ及び老人クラブ連合会の活動
を支援する。また、各連合会を統括する上
越市老連連絡協議会の活動を支援し、連
合会同士の連携を推進する。

随時 老人クラブ

・老人クラブ連合会に加入している単位老人ク
ラブへの補助
  ①活動割額
      3,500円×活動月数
  ②会員数割額
      450円×会員数

・老人クラブ連合会に加入していない団体へ
の補助
  ①活動割額
  　 1,500円×活動月数
  ②会員数割額
     150円×会員数

不可 ● ● ●

・おおむね60歳以上の市民を会員とし、町内会等を単位として活動する団体
であって、次に掲げる活動を全て実施するもの（政治団体及び宗教団体を除
く。）
　ア　高齢者の心身の健康の保持増進に資するための活動
　イ　会員相互の交流及び友愛活動
　ウ　地域の福祉活動

19
助成金・補
助金

上越市私道整備
事業補助金

上越市 道路課 計画係
私道の整備に係る経費の一部を補助する
ことにより、市民の生活環境の向上を図
る。

毎年4月～8
月末

住民組織、町内会
工事に要する費用又は市が定める補助基準
額のいずれか低い額の40％以内、100万円を
限度

可 ● 上越市私道整備事業補助金交付要綱のとおり

20
助成金・補
助金

小型除雪機購入
費補助事業

上越市 無
道路課雪対策
室

冬期間の道路交通及び安全で安心な市民
生活を確保するため、小型除雪機を整備
する団体に対し、予算の範囲内で補助金
を交付する。

毎年4月～8
月末

市道または私道の除
雪を5戸以上で共同し
て行う団体（なお、共
同で除雪できる範囲
内に5戸以上ないこと
が確認できる場合は、
5戸未満でも補助対象
とする）

・補助率　40％
・補助上限　80万円

可 ● ・新品の小型除雪機であり、13馬力以上の性能を有するものに限る

21
助成金・補
助金

子ども交流活動支
援事業補助金

上越市 無 社会教育課 生涯学習係

子どもの異学年交流、地域交流等の促進
を図り、ひいてはリーダーの育成につなが
る活動を行う団体に対し、予算の範囲内で
補助金を交付する。

4月1日から翌
年2月

・市内の単位子ども会
・市内の地区子ども会
連絡協議会
・地域青少年育成会
議
・市の区域内で活動す
る文化活動団体で5人
以上の構成員で組織
されるもの　等

・補助金の額は、補助対象経費に補助率（費
目に応じて5/10又は10/10）を乗じて得た額の
合計額（当該額に1,000円未満の端数があると
きは、当該端数を切り捨てた額）
・活動への参加または募集の範囲に応じて、
上限1万円から10万円※予算額に達し次第終
了

不可 ● ●

・対象事業は、子どもの異学年交流、地域交流等の促進を図り、ひいてはリー
ダーの育成につながる活動であること。
・文化活動団体にあっては、当該団体の構成員でない子どもが参加する活動
であること。

22 融資
地域総合整備資
金貸付（ふるさと
融資）

上越市 有 企画政策課 庶務係
金融機関等と共同して地域振興に資する
民間事業活動等を支援し、もって活力と魅
力ある地域づくりの推進に寄与する。

随時
法人格を有する民間
事業者

上越市地域総合整備資金貸付要綱第5条参
照

可 ●

地域振興に資するあらゆる分野の民間事業で、以下の要件をすべて満たすも
の
○公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されること
○事業の営業開始に伴い、事業地域内において以下の新たな雇用の確保が
見込まれること
　・都道府県、政令指定都市から融資を受ける場合 ・・・ 10人以上（再生可能
エネルギー電気事業は１人）
　・市町村から融資を受ける場合 ・・・ 1人以上
○用地取得費を除いた貸付対象費用の総額が1,000万円以上
○用地取得等の契約後5年以内に営業が開始されること

※要綱等の制定は企画政策課、起債は財政課、貸付けに係る事務は担当課

一般財団法人 地域総合整備財団〈ふるさと財団〉URL：
https://www.furusato-zaidan.or.jp/yushi/

23
専門家・ア
ドバイザー
派遣

地域コミュニティ活
動サポート事業

上越市 無
共生まちづくり
課

市民協働係

地域コミュニティの自主的な課題解決に向
けた取組を学ぶ機会を提供することで、新
たな取組や視点を変えた事業に取り組み、
住民の地域への関心を高めるとともに、地
域の中で関わりを持つ人を増やしながら人
材の育成を目指す。

4月下旬～5
月下旬

町内会、まちづくり団
体、住民組織、PTAや
子供会などの団体

新規1団体が2回の話し合いを実施する。 可 ● ●
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24
専門家・ア
ドバイザー
派遣

地域づくり活動ス
タートアップ事業

新潟県 有
共生まちづくり
課

市民協働係
住民と地域づくりの専門家によるワーク
ショップ等を行い、地域づくりの機運を醸成
する。

4月下旬～5
月中旬

町内会、まちづくり団
体、住民組織など

アドバイザーを派遣し、1地域につき3回以上
の話し合いを実施する。

不明 ● ● 県内7か所程度の採択

25
専門家・ア
ドバイザー
派遣

出前講座 上越市 無 社会教育課 生涯学習係

市の機関が実施する事業の概要又は詳細
について、市民等から説明を求められた際
に、市の事業担当者を直接派遣し、講師と
なって当該事業を説明する講座を開催す
る。

随時

・市民
・市内に事務所を有す
る法人
・市内に居住する人が
代表者である団体
※概ね10人以上の参
加が見込まれるもの

・市の事業担当者を直接派遣し、講師となって
当該事業を説明する講座を開催

可 ● ● ● ● ● ●

・講師料は無料になります。
・会場は市内に限ります。
・参加費等により収益がある場合、営利目的の場合は、お断りする場合がりま
す。
・会場使用料や実施する出前講座の周知に関する経費がかかる場合は申請
者負担になります。
・開催に日数を要する講座や材料費が必要な講座もあるため、各出前講座の
担当課へお問合せください。

26 表彰
国土交通省「地域
づくり表彰」

国土交通省 有
共生まちづくり
課

市民協働係

創意と工夫を活かした広域的な地域づくり
を通して、個性ある地域の整備･育成に顕
著な功績があった優良事例を表彰すること
によって、地域づくり活動の奨励を図る。

毎年2月中旬
～3月中旬

住民組織、NPO法人、
町内会

- ● -

その他
域学連携推進事
業

上越市 有 企画政策課 企画調整係

地域と大学を結び付け、大学が持っている
知見や学生の活力・アイデアを地域の課
題解決やまちづくりにいかし、地域の活性
化につなげる。

随時
町内会、まちづくり団
体、住民組織等

連携づくりにあたり、大学と行う打合せや現地
確認にかかる講師の謝金や交通費を支援

可 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ・課題によっては、大学が対応できないなど、連携に至らない場合もある。

その他
新潟県 除雪ボラ
ンティア「スコップ」

新潟県 有
共生まちづくり
課

市民協働係

県内の雪処理の担い手が不足する地域に
おいて、①要援護世帯などの雪処理の負
担軽減、②都市との交流拡大、③地区内
のつながりの強化を図るもの

随時 町内会（集落） - 可 ● ● ● ●
県内外のボランティアを派遣
（ボランティアと受入れ先との間で交流があることが望ましい。）

その他
上越市「地域の
宝」認定制度

上越市 有 文化行政課 歴史文化

有形・無形、文化財の指定・未指定に関わ
らず、地域住民が大切にし、よりどころとす
る文化財を「地域の宝」と定義し、上越市教
育委員会が「地域の宝」とそれを保存・活
用する取組を総体として認定することで、
次世代への継承を図るとともに、魅力ある
地域づくりの一助とする。

5月～7月末

「地域の宝」の所有
者、管理者又は5人以
上の地域住民により
組織し、その保存・活
用を目的に活動する
団体

財政的支援はなし。
（保存・活用に必要な助言や、情報発信、ネッ
トワークづくりなどを支援）

不可 ● ● ●

（認定要件）
・保存・活用する取組が所有者等によりおおむね3年以上行われており、認定
後も継続されることが見込まれること。
・地域住民、特に子どもたちを対象とした保存・活用の取組がおおむね年1回
以上行われていること。

4 / 4 ページ



事業費
補助
希望額

1 4月11日
オニバス復活環境対策
事業

三和の自然と地域を育
む会

1,430 1,430
谷内池のオニバス復活のため、重機を用いた湖底の攪拌等により発
芽促進を図るとともに、三和中学校生徒のワークショップと協働で種
子を採取し、独自繁殖に取り組む。

2 4月11日
谷内池環境保全整備
事業

三和の自然と地域を育
む会

990 990
オニバスが生息する谷内池の適切な維持管理を図り、安全に谷内
池の自然に触れてもらうため、東側の狭隘部分に杭柵・盛土工等を
施し、通路（遊歩道）を確保する。

3 4月11日 灯火のイベント事業
三和の自然と地域を育
む会

154 154
地域の繋がりを深め、三和区が持つ本来の活力を導き出すため、既
存の事業や三和中学校生徒のワークショップと協働で灯火を活用し
たイベントを実施する。

4 4月13日
米本陣de春の縁日へ
の集客・周知・実施事
業

米本陣de春の縁日実
行委員会

445 444
地域の財産を未来へ繋げていくため、地域住民や各方面の関係者と
ともに、その利活用について考えてもらう契機となる場としてイベント
を実施する。

5 4月15日
林富永邸一般公開応
援事業

林富永邸サポーターズ
クラブ「がんばれ！林く
ん」

968 968
歴史的建造物である林富永邸の一般公開実施に当たり、来場者等
の安全確保のため駐車場を整備するなど受入環境を整える。

6 4月15日

大判プリンターの更新
による地域住民が行う
イベント等に貢献する
事業

NPO法人三和区振興会 700 690
各町内会や団体の負担軽減を目的に実施している大判プリントサー
ビスを継続するため、経年劣化等で維持管理が困難となってきてい
るプリンターを更新する。

7 4月18日
三和の子どもたちの健
やかな成長を支援する
事業

ＮＰＯ法人さんわスポー
ツクラブ

779 606
次代を担う三和の子どもたちを地域で育てていく機運を高め、併せて
教職員の負担を軽減するため、三和中学校の部活動へ指導者を派
遣するとともに、生徒や指導者を対象とした講習会を開催する。

8 4月18日 前島密翁にまなぶ事業 三和まなびの会 50 50
上越市の偉人である前島密について、前島密記念館の館長による
講演会と現地見学会を実施する。

9 4月18日
昭和の風俗を振り返る
事業

三和まなびの会 18 18
昭和を生きた人達が年々減少していく中、当時の出来事やしきたり、
方言等を後世へ伝えていくため、聞き取りを実施し、その内容をまと
める。

10 4月18日 三和ふれあい食堂事業
三和ふれあい食堂運営
委員会

439 409
食を通じて世代間の交流を図り、地域住民が安心して過ごすことの
できる居場所を提供することを目的に、ふれあい食堂を開催する。

11 4月18日
さんわ桜の陣2023周知
事業

さんわ桜の陣実行委員
会

125 99
地域及び商工業の活性化を図るため、「さんわ桜の陣」のチラシを作
成し、区内世帯、近隣町内世帯及び関係機関等へ配布する。

12 4月21日
イルミネーションの毎年
点灯による地域を活性
化する事業

NPO法人三和区振興会 322 320
三和の夏の風物詩の一つとなるよう毎年継続的にイルミネーションを
点灯し、地域活性化を図る。

13 4月21日
小・中学生が「三和を愛
する心を育む」ための
事業

三和の子どもを「共に」
育てる会

333 333
児童・生徒が地域のことや地域の人と共に学ぶ機会を通して郷土愛
を育み、将来の地域社会を担う人材を育成するため、講演会や学習
会等を実施する。

6,753 6,511

■令和4年度三和区配分額　　　6,000千円

令和４年度地域活動支援事業提案書受付一覧（三和区）　

計

N0 受付日 事業の名称 団体等の名称

事業費等（単位：千円）

事業概要

資料№３



令和３年度地域活動支援事業実施概要（三和区）

事業費
補助金交
付決定額

事業費
補助金
確定額

調査日時 総合評価

1
三和の子どもたちの
健やかな成長を支
援する事業

NPO法人さんわス
ポーツクラブ

1,109 886

次代を担う三和の子どもたちを地域で育てていく機運
を高め、併せて教職員の負担を軽減するため、三和
中学校の部活動へ指導者を派遣するとともに、中学
生等を対象とした講習会を開催した。

959 833 飯田委員
小林委員
（副会長）

令和4年4月7日
午後6:00～7:00

・今後教育プログラム（部活動）が地域に移行される先駆けの活動であり、市教育委員会を動かす
原動力として評価できる活動である。

2
三和ふれあい食堂
事業

三和ふれあい食堂
運営委員会

273 255
食を通じて世代間の交流を図り、地域住民が安心し
て過ごすことのできる居場所を提供することを目的
に、ふれあい食堂を開催した。

167 162 江口委員
髙橋委員
（会長）

令和4年4月18日
午前9:30～10:15

・今後事業を行うに当たって、今一度運営委員会で目的・内容を再協議し、自主財源の確保も含め
た検討を求める。
・この会が「三和らしい」ふれあい食堂となることを望む。

3
さんわ桜の陣2022
周知事業

さんわ桜の陣実行
委員会

111 110
地域及び商工業の活性化を図るため、「さんわ桜の
陣」のチラシを作成し、区内全世帯及び関係機関等へ
配布した。

113 110 金井委員 星野委員
令和4年3月4日
午前9:00～9:50

・コロナ禍でのこのような催し物の周知・集客は大変難しいと思うが、コロナ終息後を見据え、事業
は続けてほしい。
・チラシの配付について、広報上越と一緒の配布だと他のチラシ等に紛れて周知効果が薄まるた
め、今後の課題としてほしい。

4
印刷機導入による
地域住民への貢献
事業

NPO法人三和区
振興会

1,249 1,240
地域住民の町内会資料作成等に係る印刷費の負担
軽減を図るため、印刷機を購入し、印刷サービスを開
始した。

1,249 1,240 冨村委員 田辺委員
令和4年1月31日
午前9:30～10:00

・印刷機が継続利用されるよう周知に期待する。
・経済性に優れた事業である。

5
コロナに打ち勝つ
「イルミネーション」
点灯事業

さんわ祭り実行委
員会

358 358
地域の活力向上を図るため、コロナ禍により中止する
「さんわ祭り」の代替措置として、イルミネーションを点
灯した。

362 358 松井委員 小山田委員
令和3年9月28日
午前10:00～10:40

・予算の組立や実行委員会内のコミュニケーションをもう一工夫することにより、振興会関連事業が
更に充実することを期待。

6
東日本大震災にま
なぶ事業

三和まなびの会 167 161
災害に対する備えと互助の精神を学ぶため、宮城県
石巻市から東日本大震災の経験者を講師を招いて講
演会を開催した。

168 161 宮澤委員 池田委員
令和3年12月23日
午後3:00～3:40

　―

7
三和の三国街道巡
り事業

三和まなびの会 60 60
三和の文化・歴史等を学び、伝えていくため、講師を
招いてセミナーと現地見学会を開催した。

61 60
髙橋委員
（会長）

宮澤委員
令和4年1月12日
午後2:00～2:30

・三和区の歴史等を学ぶことができる良い事業である。
・今後も学ぶ機会の提供を希望する。

8
高齢者いきがい支
援事業（ときめき広
場）

三和区老人クラブ
連合会

337 327
高齢になっても健康を維持し、豊かな生活ができるよ
う、健康増進・生きがいづくりを目的に、グラウンド・ゴ
ルフ大会を開催した。

335 327
小林委員
（副会長）

松井委員
令和4年2月28日
午前10:00～11:00

・コロナ禍の中、参加者動員への努力を評価する。
・イベント等への女性の参画意識向上と交通手段の工夫・検討を要望する。

9
上杉小学校創立120
周年記念事業

上杉小学校後援
会

807 660

地域住民の郷土愛を醸成するとともに、児童の情操
教育を推進するため、創立120周年記念事業として
DVDと記念クリアファイルを作成し、上杉地区全戸へ
配布した。

834 660 池田委員 金井委員
令和4年3月16日
午後1:00～1:20

・子どもたちの、いきいき、のびのびの映像が残り、クリアファイルも素晴らしいものができていた。

10
三和中学校創立50
周年記念支援事業

三和中学校後援
会

1,474 1,470
今後も生徒が地域の事業や活動に参加し、地域の活
性化に貢献していくため、創立50周年記念事業の一
環として、吹奏楽部に新しい楽器を補充した。

1,474 1,470 小山田委員 江口委員
令和4年3月15日
午前10:00～10:30

・コロナ禍により、さんわ祭り等での演奏はできなかったが、12月の新潟県アンサンブルコンテストで
の「金賞」は見事だった。
・今回の購入は全楽器の1/3程であり、古くなっている残りの楽器補充が課題である。

11
小・中学生が「三和
を愛する心を育む」
ための事業

三和の子どもを
「共に」育てる会

414 413
児童・生徒が地域のことや地域の人と共に学ぶ機会
を通して郷土愛を育み、将来の地域社会を担う人材
を育成するため、講演会や学習会等を実施した。

214 213 田辺委員 森委員
令和4年3月29日
午前9:30～10:15

・コロナ禍の中、多くの事業取組の努力を評価する。
・三和の将来を担う人材育成のため、今後も活動の継続を希望する。

12
越柳町内会「写真
展」「タイムカプセル
開封イベント」事業

越柳町内会 69 60
上越柳町内会と下越柳町内会を統合し、越柳町内会
となった地域の融合と町内会の活性化を目的に、「写
真展」を開催した。

67 60 星野委員 松栄委員
令和4年3月24日
午後5:00～6:00

・コロナ禍により中止としたタイムカプセル開封イベントの実施について、写真展での感動があるうち
に実現されることを期待。
・ねむっていたお宝に光を当てたすばらしい取組で、三和区全体へ広がるとさらに盛り上がる事業
である。

計 12事業 11団体 6,428 6,000 6,003 5,654

実績額（単位:千円） 三和区地域協議会委員による「アフターフォロー」結果

アフターフォロー担当者
事業実施結果
または成果

○ ○ ○

事業終了後に
おける事業継
続性、自立性
及び発展性

備品購入

○ ○ ○

○ ○ ○

○

Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称

採択額（単位:千円）

事業概要

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

　　○ 令和３年度三和区配分額 ： ６，０００千円
　　○ 採択額 ： １２事業　６，０００千円　（当初募集のみ）

○ ○ ○

○ ○ ○

資料№４



 資料№５ 

三和区町内会長協議会との意見交換会開催結果について 

 

■ 開催日時 

  令和 4年 4月 7日（木） 午後 3時 50分～5時 15分 

 

■ 開催場所 

三和地区公民館 2階 

 

■ 出席人数等 
 

会 場 町内会長 地域協議会委員 

講 堂 里公地区：13人 地域活性化グループ： 4人 

会議室 上杉地区：15人 人材育成グループ： 5人 

講座室 美守地区： 9人 安全・安心グループ： 4人 

出席人数計 37人 13人 

 

■ 意見交換の内容 

・町内会での困りごとや課題等について 

・住民が元気になる行事やイベント等の取組について 

・三和区の課題について 

・フリートーク 



三和区地域協議会

会長　髙橋　鉄雄　様

　委員長　渡邉　正芳

　事務局

　TEL:　025-529-2345

令和4年4月7日

　　　　「さんわ祭り」実行委員会

令和４年度　「さんわ祭り」準備委員の選出のお願い

　春暖の候、皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。

　標記につきましては、2名準備委員を選出していただき、　4月28日（木）までに別添えの

選出書に所定の事項を記入し、事務局まで提出（ＦＡＸでも可）をお願いいたします。

　お忙しいところ誠に申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

さんわ祭り実行委員会

問合せ先
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